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四
月
八
日
夕
刊
に
「
ニ
ー
ル
・
ゴ
ー
サ
ッ
チ
最
高

裁
判
事
上
院
で
承
認
さ
れ
る
」
と
い
う
記
事
が
の
っ

た
。
日
本
で
は
あ
ま
り
話
題
に
な
ら
な
い
が
、
こ
の

ニ
ュ
ー
ス
は
ア
メ
リ
カ
の
統
治
の
か
た
ち
、
ひ
い
て

は
日
本
の
統
治
の
か
た
ち
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

話
は
昨
年
二
月
に
遡
る
が
、
米
国
最
高
裁
の
頑
迷

な
保
守
派
と
し
て
知
ら
れ
た
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
が
旅

先
で
急
死
し
た
。そ
の
た
め
、最
高
裁
裁
判
官（
九
名
）

の
色
分
け
は
、
リ
ベ
ラ
ル
四
、
保
守
三
、
保
守
中
道

一
、
空
席
一
と
い
う
こ
と
に
な
り
、（
途
中
経
過
を

省
略
す
る
が
）
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
が
大
統
領

に
な
る
と
リ
ベ
ラ
ル
な
判
事
が
指
名
さ
れ
、
リ
ベ
ラ

ル
が
多
数
派
に
な
る
と
い
う
不
安
が
、
共
和
党
内
保

守
強
硬
派
（
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
）
の
間
で
高
ま
っ

た
。
そ
こ
で
、
彼
・
彼
女
ら
は
、
本
意
で
は
な
い
が

ト
ラ
ン
プ
支
持
で
ま
と
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
「
ト
ラ
ン
プ
の
当
選
は
ス
カ
リ
ア
の
お
か

げ
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
ル
・
ゴ
ー
サ
ッ
チ

は
保
守
強
硬
派
の
イ
チ
オ
シ
で
は
な
い
が
、
彼
・
彼

女
ら
の
〝
お
気
に
入
り
〟
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
が

な
い
。

　

話
題
を
も
う
ひ
と
つ
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
、
連

邦
環
境
保
護
庁
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
の
予
算
を
三
割
、
職
員

を
二
割
カ
ッ
ト
す
る
提
案
を
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

が
、わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
た
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
庁（agency

）

と
称
し
て
い
る
が
、
省
（departm

ent

）
と
同
格
の

行
政
機
関
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
一
・
五
万
人
を
か

か
え
る
環
境
保
護
の
総
本
山
で
あ
る
（
日
本
の
環
境

省
は
一
五
〇
〇
人
程
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
出
来
事
は
、
実
は

一
九
八
〇
年
代
に
も
あ
っ
た
。
当
時
の
レ
ー
ガ
ン
大

統
領
府
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
徹
底
し
た
縮
小
を
図
り
、
結
局

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
運
営
予
算
の
三
分
の
一
と
全
職
員
の
五
分

の
一
を
失
っ
た
。
一
九
八
一
年
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
に
就
任

し
た
の
が
、
強
腕
の
企
業
弁
護
士
で
コ
ロ
ラ
ド
州
議

会
議
員
で
あ
っ
た
ア
ン
・
ゴ
ー
サ
ッ
チ
・
バ
フ
ォ
ー

ド
で
あ
る
。「
強
い
者
は
生
き
の
び
る
。
金
持
ち
が

生
き
の
び
る
。
貧
乏
人
は
当
然
の
ご
と
く
苦
し
む
」

と
い
う
の
が
彼
女
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
っ
た（
ラ
ル
フ
・

ネ
ー
ダ
ー
・
グ
ル
ー
プ
『
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
支
配
者

た
ち
』
三
八
八
頁
（
亜
紀
書
房
、
一
九
八
三
年
））。

し
か
し
、
彼
女
ら
が
好
き
放
題
に
振
る
舞
え
た
わ
け

で
は
な
い
。
環
境
団
体
は
ロ
ビ
イ
ン
グ
や
訴
訟
を
通

し
て
逆
風
に
あ
ら
が
い
、
む
し
ろ
一
九
八
〇
年
代
に

会
員
数
を
大
き
く
伸
ば
し
た
か
ら
で
あ
る
（
な
お
、

ア
ン
・
ゴ
ー
サ
ッ
チ
は
数
数
の
不
正
を
追
及
さ
れ
、

Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
を
二
年
で
追
わ
れ
た
）。

  

ト
ラ
ン
プ
は
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
司
法
長
官
ス
コ
ッ

ト
・
プ
ル
ー
イ
ッ
ト
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
に
任
命
し
た
。

彼
は
、
石
油
・
ガ
ス
業
界
の
利
益
を
代
弁
し
、
Ｅ
Ｐ

Ａ
と
た
た
か
っ
て
き
た
筋
金
入
り
の
反
環
境
主
義
者

で
、今
回
の
任
命
は
「
恐
怖
の
選
択
」
と
い
わ
れ
る
。

多
く
の
関
係
者
や
職
員
が
、
こ
れ
ま
で
の
環
境
保
護

政
策
が
骨
抜
き
に
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
や
ピ
ュ
ー
イ
ッ
ト
の
前
に
は

連
邦
裁
判
所
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
連
邦
裁
判

官
の
地
位
や
権
限
は
強
力
で
、
ど
こ
か
の
国
の
裁
判

官
の
よ
う
に
、簡
単
に
権
力
に
屈
し
た
り
は
し
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
入
国
禁
止
措
置
（
大
統
領
命
令
）
を

め
ぐ
る
一
連
の
訴
訟
を
と
お
し
て
、
米
国
社
会
に
お

け
る
裁
判
官
の
卓
越
し
た
能
力
や
見
識
を
見
せ
つ
け

ら
れ
た
。
最
高
裁
が
上
訴
を
認
め
る
事
件
は
全
体
の

二
％
ほ
ど
な
の
で
、
実
質
、
全
国
に
一
三
あ
る
連
邦

高
裁
（
控
訴
裁
）
判
事
の
判
断
が
重
要
な
鍵
を
に
ぎ
っ

て
い
る
。
オ
バ
マ
大
統
領
は
任
期
八
年
の
間
に
、
五
五

名
の
高
裁
判
事
（
定
員
一
七
九
）
を
任
命
し
、
リ
ベ

ラ
ル
派
が
過
半
数
を
し
め
る
連
邦
高
裁
を
一
つ
か
ら

九
つ
に
変
え
た
と
さ
れ
る
。
し
か
も
裁
判
官
の
身
分

は
終
身
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
高
裁
人
事
が
オ
バ
マ

の
最
大
の
遺
産
だ
と
い
う
人
も
い
る
。

　

連
邦
高
裁
や
最
高
裁
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
反
環

境
政
策
に
ど
の
よ
う
な
判
断
を
く
だ
す
の
か
、
し
ば

ら
く
目
が
は
な
せ
な
い
。
母
ア
ン
の
声
価
が
ず
た
ず

た
に
な
っ
た
と
き
、
一
五
歳
の
ニ
ー
ル
は
怒
り
狂
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
新
任
の
裁
判
官
は
リ
ベ
ン
ジ
す
る

の
か
。
こ
れ
も
ま
た
、た
い
へ
ん
に
「
ア
メ
リ
カ
的
」

な
話
題
で
は
あ
る
。

＜
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道

歴
史
は
繰
り
返
す
の
か
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ト
ラ
ン
プ
政
権
を
め
ぐ
る
閑
話
二
題


